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連結注記表 
 

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社   １社 

    連結子会社名 

東洋証券亜洲有限公司 

 (2) 非連結子会社   

該当事項はありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社 

 該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 

該当事項はありません。 

     

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

 

４．会計方針に関する事項 

(1) トレーディングの目的と範囲 

 トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計算

に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。また、その範囲は①

有価証券等の現物取引、②株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金

融派生商品、③先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。 

(2) トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 

 当社におけるトレーディング商品ならびに連結子会社のトレーディングに関する有価証券（売買目的

有価証券）及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。 

(3) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 

 （その他有価証券） 

   ① 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を

全部純資産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しております）。 

   ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

   ③ 投資事業有限責任組合等への出資 

原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各連結会計年度の損益として計上しております。ま

た、組合等がその他有価証券を保有する場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額

金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。 

（デリバティブ取引） 

  時価法を採用しております。 

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定率法、在外連結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社は1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物は定額法によっております。 
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物     10～47年 

器具備品   ４～20年 

   ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自

社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。 

   ③ 長期前払費用 

     定額法を採用しております。 

なお、償却期間は契約期間としております。 

④ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

(5) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。ただし、在外連結

子会社は個別の債権について貸倒見積額を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額を計上しております。 

③ 役員株式給付引当金 

 取締役等への当社株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づく必要見込額を計上しておりま

す。 

   (6) 特別法上の準備金 

     金融商品取引責任準備金 

      証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に定めるところにより算出 

した額を計上しております。 

  (7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 退職給付に係る会計処理の方法 

イ 退職給付見込額の期間帰属方法 

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。 

ロ 数理計算上の差異の費用処理方法 

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理をする

こととしております。 

② 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」における「為

替換算調整勘定」に含めて計上しております。 

③ 消費税等の会計処理方法 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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Ⅱ．追加情報 

（役員報酬制度の移行） 

当社は役員報酬制度について、取締役及び執行役員（国外居住者を除く。以下「取締役等」という。）

の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当社の中長期的な業績向上と企

業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、従来のストック・オプション制度から株式報酬制度

（以下「本制度」という。）に移行することにつき、2019年６月26日開催の第97回定時株主総会において

決議しており、2019年11月１日より開始しております。 

１．取引の概要 

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下「本信託」という。）を通じて取

得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金

相当額の金銭が信託を通じて交付及び給付される株式報酬制度であります。本信託は、役員報酬BIP

（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用します。 

２．信託に残存する当社株式 

信託に残存する当社株式は、純資産の部において自己株式として計上しており、当連結会計年度末に

おける当該自己株式の帳簿価額は701百万円、株式数は4,987,200株であります。 

３．役員株式報酬制度移行益 

役員報酬制度移行に伴う新株予約権取崩益300百万円と過去分の株式報酬費用219百万円は相殺し、役

員株式報酬制度移行益として特別利益に81百万円を計上しております。 

４．役員株式給付引当金 

本制度の当連結会計年度の負担見込額34百万円については、移行に伴う過去分217百万円と合わせて

役員株式給付引当金として251百万円計上しております。 

 

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記 

１．担保等に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

投資有価証券 1,220百万円 

(2) 担保資産の対象となる債務 

信用取引借入金 1,322百万円 

短期借入金 100百万円 

計 1,422百万円 

上記のほか、以下の有価証券等を差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①  為替先物取引の保証金として、預金20百万円。 

②  信用取引貸証券1,000百万円。 

③  信用取引借入金の本担保証券1,267百万円。 

④  差入保証金代用有価証券53百万円。 

⑤  長期差入保証金代用有価証券21百万円。 

⑥  その他担保として差し入れた有価証券190百万円。 

⑦  顧客分別金信託として信託した有価証券５百万円。 

⑧  消費貸借契約により貸し付けた有価証券1,935百万円。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,489百万円 

 

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 
 

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数 

普 通 株 式 87,355,253株 －株 －株 87,355,253株 
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(2) 自己株式の数に関する事項 
 

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数 

普 通 株 式 4,327,617株 4,987,698株 339,000株 8,976,315株 
 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(当連結会計年度期首 

０株、当連結会計年度末4,987,200株)が含まれております。 

２．自己株式の増加4,987,698株は、役員報酬BIP信託口による取得4,987,200株、単元未満株式の買取

請求498株によるものであります。 

３．自己株式の減少339,000株はストック・オプションの行使によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基 準 日 効力発生日 

2 0 1 9年５月 1 7日 
取 締 役 会 

普 通 株 式 利益剰余金 415 5 
2019年 
３月31日 

2019年 
６月３日 

 
 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決 議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基 準 日 効力発生日 

2 0 2 0年５月 1 5日 
取 締 役 会 

普 通 株 式 利益剰余金 166 2 
2020年 
３月31日 

2020年 
６月11日 

（注） 上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金９百万円が含まれて

おります。 

 

Ⅴ．金融商品に関する注記 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループの主たる事業は、有価証券の売買及びその取次ぎ、有価証券の引受け及び売出し、有価

証券の募集及び売出しの取扱い等の業務を中核とする金融商品取引業であります。これらの事業を行う

ため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れに

よっております。 

 資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジ等のニーズ

に対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング

業務等を行っております。 

 先物、オプション等のデリバティブ取引については、各ディーラーに市場リスク枠及びポジション運

用枠を配分し、運用基準を設定しております。また、先物為替取引は顧客の外貨建有価証券取引に付随

したものであり、投機目的のための取引は行わない方針であります。 

  金利スワップ取引は、長期借入金の金利変動リスクを軽減するために行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令等に基づき外部

金融機関に信託する顧客分別金信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取引貸付金、証券金

融会社に対する短期貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券や投資有価証券等のほか、顧客

の資金運用に伴い受入れた預り金や資金調達手段としての信用取引借入金、短期借入金、長期借入金等

があります。 
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 預金は預入先の信用リスクに、短期貸付金は貸付先の信用リスクに、信用取引貸付金は顧客の資金運

用ニーズに対応するための６ヶ月以内の短期貸付金で、顧客の信用リスクに晒されています。顧客分別

金信託は、金融商品取引法により当社の固有の財産と分別され信託銀行に信託されておりますが、その

信託財産は信託法により保全されております。 

 また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、顧客

の資金運用やリスクヘッジ等のニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づくトレー

ディング業務のため保有しているもの、政策投資目的ならびに事業推進目的で保有しているものがあり

ます。これらはそれぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒さ

れています。 

 借入金のリスクについては、短期の借入れにより金利変動リスクを抑制し、長期の借入れにより流動

性リスクを抑制しております。 

 デリバティブ取引では顧客の資金運用に対応するための為替予約取引、及び自己の計算に基づき会社

の利益を確保するためのトレーディング業務における先物、オプション取引を行っております。これら

は為替変動リスクや原証券の市場価格の変動リスク等に晒されております。また、長期借入金に係る金

利変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引を行っております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 金融商品取引業者である当社は、金融商品取引法により自己資本規制比率を一定水準（120％）以上

維持することが義務付けられており、これを下回った場合には、金融庁より監督命令を受けることや、

取引所から有価証券取引の制限や停止措置を受けることがあります。 

 従って当社では、自己資本規制比率とその構成要素である「市場リスク」、「取引先リスク」のほか「流

動性リスク」を金融商品に係るリスクとして主に管理しております。 

① 自己資本規制比率 

 当社では、直前連結会計年度末に策定される「金融収支計画」において資金計画の基本方針として

「維持すべき自己資本規制比率」を定め、この水準を下回ることのないように業務運営を行う一方、

監査部リスク管理室において日々、自己資本規制比率を計測し内部管理統括責任者へ報告するととも

に毎月の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。 

② 市場リスク（保有する有価証券等における株価、為替及び金利等の変動リスク）の管理 

 当社では、保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）について市場リ

スク限度額を定め、その範囲内に市場リスクを収めることで管理を行っております。 

 当該市場リスク限度額は経営会議において決定し、市場の変動や財務の健全性等を勘案して市場リ

スクの検証を行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。 

 監査部リスク管理室は保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）及び

投資有価証券に対する日々におけるポジションを適時把握するとともに、市場リスク額を主に自己資

本規制比率の手法を活用して市場リスク限度額内に収まっていることを確認した後、内部管理統括責

任者へ報告しております。また、毎月の状況を取締役会及び監査役会にも報告しております。 

 なお、当社において、主要なリスク変数である株価変動リスク及び金利変動リスクの影響を受ける

主たる金融商品は「商品有価証券等」のうちの債券、「デリバティブ取引」のうちの株価指数オプシ

ョン取引及び「投資有価証券」のうちの株式であります。 

③ 取引先リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 取引先リスクにおいても予め取引先リスク限度額を定め、その範囲内に取引先リスクを収めること

で管理を行っております。 

 取引先リスク限度額も経営会議において決定し、財務の健全性等を勘案して取引先リスクの検証を

行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。 

 取引先リスクのうちで大きいものは、「信用取引貸付金」、「短期貸付金」と「預金」であり、当社

では以下の対応を行っております。 

 ・信用取引貸付金 

 信用取引貸付金については、顧客管理に関する規程等の社内規程に基づき、当初貸付金額及びそ
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の後のマーケットの変動に応じて相当額の担保を顧客より受入れることとし、日々与信管理を行う

体制を整備しております。 

・短期貸付金 

 短期貸付金については、貸付先を信用力の高い金融機関に限定し、クレジットラインを設定して

おります。 

 ・預金 

 預金については信用力の高い金融機関を中心に預け入れることとし、それ以外の場合は原則とし

て国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れることを基本的な方針としています。 

 監査部リスク管理室では、経営企画部主計課が算出する取引先リスクを日々モニタリングし、取

引先リスク限度額内に収まっていることを確認した後、内部管理統括責任者へ報告するとともに毎

月の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。 

④ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社は各部署からの入出金伝票等に基づき、日々の資金繰表を作成・更新し、前日に翌日最終手許

流動性を把握すること等により、流動性リスクを管理しております。 

 また、不測の事態に備えるため、取引銀行と当座貸越契約や貸出コミットメント契約を締結してお

り、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築し

ております。 

 監査部リスク管理室では資金繰り状況を日々モニタリングするとともに、資金調達状況（金利、期

間等）や流動性危機に対するコンティンジェンシープランの状況について把握しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条

件によった場合、当該価額が異なることがあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

 

 
連結貸借対照表 
計  上  額 

時 価 差 額 

(1) 現金・預金 24,051 24,051 － 

(2) 預託金 22,457 22,457 － 

(3) 商品有価証券等 401 401 － 

(4) デリバティブ取引 2 2 － 

(5) 信用取引貸付金 5,366 5,366 － 

(6) 短期貸付金 1,436 1,436 － 

(7) 投資有価証券 7,552 7,552 － 

資産計 61,268 61,268 － 

(1) 信用取引借入金 1,322 1,322 － 

(2) 預り金 20,151 20,151 － 

(3) 短期借入金 3,550 3,550 － 

(4) 長期借入金 3,000 3,004 △4 

(5) その他の固定負債（金利スワップ取引） 5 5 － 

負債計 28,028 28,033 △4 
 

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1) 現金・預金 

 預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっ

ております。 

(2) 預託金 

 預託金については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(3) 商品有価証券等、(7) 投資有価証券 

 これらの時価については、株式及び上場投資信託は取引所の価格、債券は外部機関から提示され

た価格によっております。 

(4) デリバティブ取引 

 株価指数オプション取引は取引所の清算値段、為替予約取引は契約額と先物為替相場による時価

との差額（評価益）であります。 

(5) 信用取引貸付金 

 信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。 

(6) 短期貸付金 

短期貸付金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額 

によっております。 

負債 

(1) 信用取引借入金 

 信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。 
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(2) 預り金 

 預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によ

っております。 

(3) 短期借入金 

 短期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と

近似していることから当該帳簿価額によっております。 

(4) 長期借入金 

 長期借入金は、一定期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計を同様の借入において想

定される利率で割引いて現在価値を算定しております。なお、長期借入金のうち、変動金利による

ものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿

価額によっております。 

(5) その他の固定負債（金利スワップ取引） 

 その他の固定負債（金利スワップ取引）は、割引現在価値により算定しております。 

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

（単位：百万円） 
 

区分 連結貸借対照表計上額 

①  非上場株式 384 

②  投資事業有限責任組合等への出資 621 

合計 1,006 
 

（※）非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから「(7) 投資有価証券」には含めておりません。 

 

３．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 
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Ⅵ．税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳 

繰延税金資産  

有価証券評価損 76百万円 

税務上の繰越欠損金（注）２ 1,531百万円 

役員株式給付引当金 77百万円 

賞与引当金 85百万円 

減価償却費等 93百万円 

貸倒引当金 64百万円 

事業税 30百万円 

その他 186百万円 

繰延税金資産小計 2,145百万円 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △1,531百万円 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △584百万円 

評価性引当額小計（注）１ △2,115百万円 

繰延税金資産合計 29百万円 
 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,143百万円 

退職給付に係る資産 △413百万円 

資産除去債務に対応する除去費用 △11百万円 

繰延税金負債合計 △1,568百万円 

繰延税金負債の純額 △1,538百万円 

（注）１．評価性引当額が212百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る

評価性引当額を358百万円追加的に認識したことに伴うものであります。 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額  

当連結会計年度（2020年３月31日）                          （単位：百万円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 合計 

税務上の繰越

欠損金（※） 
－ － － － －  1,531  1,531 

評価性引当額 － － － － － △1,531 △1,531 

繰延税金資産 － － － － － － － 

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 
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Ⅶ．退職給付に関する注記 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設けております。 

 確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。 

 

２．確定給付制度 

  (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

退職給付債務の期首残高 3,905百万円 

 勤務費用 176百万円 

 利息費用 26百万円 

 数理計算上の差異の発生額 42百万円 

 退職給付の支払額 △302百万円 

退職給付債務の期末残高 3,848百万円 
 
  (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

年金資産の期首残高 5,652百万円 

 期待運用収益 169百万円 

 数理計算上の差異の発生額 △487百万円 

 事業主からの拠出額 167百万円 

 退職給付の支払額 △302百万円 

年金資産の期末残高 5,199百万円 

  

 (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職

給付に係る資産の調整表 

積立型制度の退職給付債務 3,848百万円 

年金資産 △5,199百万円 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,351百万円 

  

退職給付に係る資産 △1,351百万円 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △1,351百万円 
 
 (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 

勤務費用 176百万円 

利息費用 26百万円 

期待運用収益 △169百万円 

数理計算上の差異の費用処理額 △132百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用 △98百万円 
 
 (5) 年金資産に関する事項 

   ①年金資産の主な内訳 

     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

株式 50％ 

債券 44％ 

その他 6％ 

合計 100％ 

（注）１．退職給付信託はありません。 

   ２．その他には、主として短期資産が含まれております。 
 
   



11 

 

   ②長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金

資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 
 
 (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項 

   当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎 

  割引率 0.67％ 

  長期期待運用収益率 3％ 

  予定昇給率 4.98％ 

 

３．確定拠出制度 

確定拠出制度への拠出額 88百万円 
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Ⅷ．減損損失に関する注記 

（単位：百万円） 

場所 用途 種類 減損損失 

東京都中央区 本店営業部 

建物 
器具備品 
その他 

1 
2 
0 

小計 3 

東京都中央区 ホームトレード部 
器具備品 0 

小計 0 

東京都府中市 支店 

     建物 

器具備品 
0 
0 

小計 0 

神奈川県横浜市 支店 

建物 
器具備品 
その他 

15 
1 
0 

小計 17 

千葉県松戸市 支店 

      建物 

器具備品 
0 
0 

小計 0 

宮城県仙台市 支店 
器具備品 0 

小計 0 

兵庫県神戸市 支店 
器具備品 0 

小計 0 

福岡県福岡市 支店 

器具備品 
リース資産 
その他 

0 
4 
0 

小計 5 

京都府京都市 支店 

建物 
器具備品 
その他 

6 
0 
0 

小計 7 

大阪府大阪市 支店 

建物 
器具備品 
リース資産 
その他 

36 
1 
4 
0 

小計 43 

合計 79 

 当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを

生み出す最小単位として捉え、その単位を基礎に、連結子会社においては会社全体を１つの単位として、グル

ーピングを行っております。また、本店、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さない

ことから共用資産としてグルーピングを行っております。 

 上記部支店については営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であ
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るため、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失79百万円を当連結会計年度の特別損失に計上し

ております。 

上記資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込

まれていないため、備忘価額により評価しております。 

 

Ⅸ．資産除去債務に関する注記 

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

 本店、支店及び東洋証券亜洲有限公司の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から３年～38年と見積り、割引率は0.5％～4.5％を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。 

 

３．当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 254百万円 

時の経過による調整額 2百万円 

その他の増減額（△は減少） △0百万円 

期末残高 257百万円 

 

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 448円57銭 

２．１株当たり当期純損失（△） △7円70銭 
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個別注記表 
 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．トレーディングの目的と範囲 

 トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計

算に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。また、その範囲

は①有価証券等の現物取引、②株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取

引の金融派生商品、③先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。 

 

２．トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 

 トレーディング商品及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。 

 

３．トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部

純資産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しております）。 

② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。 

③ 投資事業有限責任組合等への出資 

 原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各事業年度の損益として計上しております。

また、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、

評価差額金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。 

(3) デリバティブ取引 

時価法を採用しております。 

 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物    10年～47年 

 器具備品  ４年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。 

(3) 長期前払費用 

    定額法を採用しております。なお、償却期間は契約期間としております。 

(4) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
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５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異の費用処理方法 

  数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理をすること

としております。 

(4) 役員株式給付引当金 

 取締役等への当社株式の交付等に備えるため、株式交付規程に基づく必要見込額を計上しており

ます。 

 

 ６．特別法上の準備金 

     金融商品取引責任準備金 

      証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の５の規定に定めるところにより算

出した額を計上しております。 

 

７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 退職給付に係る会計処理 

  退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の

方法と異なっております。 

(2) 消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

Ⅱ．追加情報 

（役員報酬制度の移行） 

当社は役員報酬制度について、取締役及び執行役員（国外居住者を除く。以下「取締役等」という。）

の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が当社の中長期的な業績向上と

企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、従来のストック・オプション制度から株式報酬

制度（以下「本制度」という。）に移行することにつき、2019年６月26日開催の第97回定時株主総会にお

いて決議しており、2019年11月１日より開始しております。 

１．取引の概要 

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下「本信託」という。）を通じ

て取得され、取締役等に対して、役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換

価処分金相当額の金銭が信託を通じて交付及び給付される株式報酬制度であります。本信託は、役

員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用します。 

２．信託に残存する当社株式 

信託に残存する当社株式は、純資産の部において自己株式として計上しており、当事業年度末に



16 

 

おける当該自己株式の帳簿価額は701百万円、株式数は4,987,200株であります。 

３．役員株式報酬制度移行益 

役員報酬制度移行に伴う新株予約権取崩益300百万円と過去分の株式報酬費用219百万円は相殺

し、役員株式報酬制度移行益として特別利益に81百万円を計上しております。 

４．役員株式給付引当金 

本制度の当事業年度の負担見込額34百万円については、移行に伴う過去分217百万円と合わせて

役員株式給付引当金として251百万円計上しております。 

 

Ⅲ．貸借対照表に関する注記 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

投資有価証券 1,220百万円 

(2) 担保資産の対象となる債務 

信用取引借入金 1,322百万円 

短期借入金 100百万円 

計 1,422百万円 

 上記のほか、以下の有価証券等を差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①  為替先物取引の保証金として、預金20百万円。 

②  信用取引貸証券1,000百万円。 

③  信用取引借入金の本担保証券1,267百万円。 

④  差入保証金代用有価証券53百万円。 

⑤  長期差入保証金代用有価証券21百万円。 

⑥  その他担保として差し入れた有価証券190百万円。 

⑦  顧客分別金信託として信託した有価証券５百万円。 

⑧  消費貸借契約により貸し付けた有価証券1,935百万円。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,467百万円 

 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権 20百万円 

 

Ⅳ．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

(1) 営業収益 4百万円 

(2) 営業費用 11百万円 

  

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普 通 株 式 4,327,617株 4,987,698株 339,000株 8,976,315株 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(当事業年度期首 

０株、当連結会計年度末4,987,200株)が含まれております。 

２．自己株式の増加4,987,698株は、役員報酬BIP信託口による取得4,987,200株、単元未満株式の

買取請求498株によるものであります。 

３．自己株式の減少339,000株はストック・オプションの行使によるものであります。 
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Ⅵ．税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳 

繰延税金資産  

有価証券評価損 76百万円 

税務上の繰越欠損金（注）２ 1,387百万円 

役員株式給付引当金 77百万円 

賞与引当金 85百万円 

減価償却費等 93百万円 

貸倒引当金 64百万円 

事業税 30百万円 

その他 148百万円 

繰延税金資産小計 1,963百万円 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ △1,387百万円 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △563百万円 

評価性引当額小計（注）１ △1,951百万円 

繰延税金資産合計 11百万円 
 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,143百万円 

前払年金費用 △557百万円 

資産除去債務に対応する除去費用 △11百万円 

繰延税金負債合計 △1,712百万円 

繰延税金負債の純額 △1,700百万円 

（注）１．評価性引当額が179百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係

る評価性引当額を330百万円追加的に認識したことに伴うものであります。 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額  

当事業年度（2020年３月31日）                          （単位：百万円） 

 
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 合計 

税務上の繰越

欠損金（※） 
－ － － － －  1,387  1,387 

評価性引当額 － － － － － △1,387 △1,387 

繰延税金資産 － － － － － － － 

（※）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記 

 関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。 

 

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 454円24銭 

２．１株当たり当期純損失（△） △5円41銭 

 


